
 

   

令和６年２月２９日 

 

 

フロンティアジャパン株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 

 

消費者庁は、本日、フロンティアジャパン株式会社（以下「フロンティアジャパ

ン」といいます。）に対し、同社が供給する太陽光発電システム機器及びその導入に

伴う施工に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会（公正取引委員会事務

総局北海道事務所）の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為（同法第５

条第１号（優良誤認）又は同条第２号（有利誤認）に該当）が認められたことから、

同法第７条第１項の規定に基づき、措置命令（別添参照）を行いました。 

 

１ 違反行為者の概要 

  名 称 フロンティアジャパン株式会社（法人番号 6430001040681） 

  所 在 地 札幌市中央区北一条西十三丁目４ＦＷＤ札幌ビル７階 

  代 表 者 代表取締役 佐藤 光展 

  設立年月 平成２１年５月 

  資 本 金 １０００万円（令和６年２月現在） 

 

２ 措置命令の概要 

 ⑴ 対象商品及び対象役務 

   太陽光発電システム機器（以下「本件商品」という。）及びその導入に係る施工

（以下「本件役務」という。） 

 

 ⑵ 対象表示 

  ア 表示の概要 

   (ｱ) 表示媒体 

     別表１及び別表２「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体 

   (ｲ) 表示期間 

     別表１及び別表２「表示期間」欄記載の表示期間 

   (ｳ) 表示内容（別紙１ないし別紙１３） 

    ａ 例えば、令和５年４月１８日、同月２６日、同年５月１日、同月８日、

同月１５日及び同月２２日に、「ＦＲＯＮＴＩＥＲ ＪＡＰＡＮ」と称す

る自社ウェブサイト（以下「自社ウェブサイト」という。）のトップページ

において、「北海道エリア太陽光発電業者 満足度３冠達成」、「Ｎｏ．１ 

日本トレンドリサーチ 北海道エリア 太陽光発電業者 アフターサ

ポート満足度」及び「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海道エリア 

安心・信頼できる 太陽光発電業者」と表示するなど、別表１「表示期間」
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欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇

所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あた

かも、北海道内において、フロンティアジャパンが販売する本件商品及び

他の事業者が販売する同種又は類似の商品（以下「同種商品」という。）並

びにフロンティアジャパンが提供する本件役務及び他の事業者が提供す

る同種又は類似の役務（以下「同種役務」という。）に関する「北海道エリ

ア 太陽光発電業者 アフターサポート満足度」及び「北海道エリア 安

心・信頼できる 太陽光発電業者」の２項目（以下「本件２項目」という。）

につき、実際に利用したことがある者を対象にそれぞれ調査した結果にお

いて、フロンティアジャパンが販売する本件商品及びフロンティアジャパ

ンが提供する本件役務に係る本件２項目の順位がそれぞれ第１位である

かのように示す表示をしていた。

ｂ 例えば、令和５年４月１８日、同月２６日、同年５月１日、同月８日、

同月１５日及び同月２２日に、自社ウェブサイトにおいて、「北海道エリ

ア太陽光発電業者 満足度３冠達成」及び「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサー

チ 北海道エリア 太陽光発電業者 見積価格満足度」と表示するなど、

別表２「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載

の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示す

ることにより、あたかも、北海道内において、フロンティアジャパンが販

売する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品並びにフロンティア

ジャパンが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務に関す

る「北海道エリア 太陽光発電業者 見積価格満足度」の項目につき、実

際に見積りを徴したことがある者を対象に調査した結果において、フロン

ティアジャパンが販売する本件商品及びフロンティアジャパンが提供す

る本件役務に係る「北海道エリア 太陽光発電業者 見積価格満足度」の

項目の順位が第１位であるかのように表示していた。

イ 実際

(ｱ) 前記ア(ｳ)ａの表示について、フロンティアジャパンが委託した事業者に

よる調査は、本件２項目について、回答者に対し、北海道内において、フロ

ンティアジャパンが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品

並びにフロンティアジャパンが提供する本件役務及び他の事業者が提供す

る同種役務について実際に利用したことがある者かを確認することなく、フ

ロンティアジャパン及び特定９事業者（当該委託を受けた事業者が、同種商

品を販売し、同種役務を提供する事業者の中から指定する９の事業者をいう。

以下同じ。）のみを任意に選択して対比し、各事業者のウェブサイト（以下

「各販売サイト」という。）の印象を問うものであり、それぞれ客観的な調査

に基づくものではなかった。また、前記ア(ｳ)ａの表示は、当該調査結果を正

確かつ適正に引用しているものではなかった。

(ｲ) 前記ア(ｳ)ｂの表示について、フロンティアジャパンが委託した事業者に

よる調査は、「北海道エリア 太陽光発電業者 見積価格満足度」の項目に

ついて、回答者に対し、北海道内において、フロンティアジャパンが販売す

る本件商品及び他の事業者が販売する同種商品並びにフロンティアジャパ

ンが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務について実際に
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見積りを徴したことがある者かを確認することなく、フロンティアジャパン

及び特定９事業者のみを任意に選択して対比し、各販売サイトの印象を問う

ものであり、客観的な調査に基づくものではなかった。また、前記ア(ｳ)ｂの

表示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用しているものではなかった。 

⑶ 命令の概要

ア(ｱ) 前記⑵ア(ｳ)ａの表示は、前記⑵イ(ｱ)のとおりであって、本件商品及び本

件役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良で

あると示すものであり、 

(ｲ) 前記⑵ア(ｳ)ｂの表示は、前記⑵イ(ｲ)のとおりであって、本件商品及び本

件役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利で

あると一般消費者に誤認される表示であり、

景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 

電 話 ０３（３５０７）９２３９ 

ホームページ https://www.caa.go.jp/

公正取引委員会事務総局北海道事務所取引課 

電 話 ０１１（２３１）６３００（代表） 

ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/hokkaido/
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別表１ 

表示期間 表示媒体・表示箇所 表示内容 

令和５年４月１８

日、同月２６日、同

年５月１日、同月８

日、同月１５日及び

同月２２日 

自社ウェブサイトの

トップページ

・「北海道エリア太陽光発電業者 満足

度３冠達成」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ

北海道エリア 太陽光発電業者 ア

フターサポート満足度」

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ

北海道エリア 安心・信頼できる

太陽光発電業者」

（別紙１） 

自社ウェブサイトの

「お知らせ」と称す

るページ 

・「２０２２－０２－２８ お知らせ

『日本トレンドリサーチ』の調査に

おいて３項目で第１位を獲得しまし

た。」

・「北海道エリア太陽光発電業者 満足

度３冠達成！」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ

北海道エリア 太陽光発電業者 ア

フターサポート満足度」

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ

北海道エリア 安心・信頼できる

太陽光発電業者」

・「日本トレンドリサーチ（運営会社：

株式会社ＮＥＸＥＲ）がおこなった

北海道エリアの太陽光発電業者につ

いての調査において、フロンティア

ジャパン株式会社（所在地：北海道札

幌市、代表取締役：佐藤光展）が運営、

販売する『太陽光発電・蓄電池』が、

下記３項目で第１位を獲得しまし

た。今後ともより一層の顧客満足度

の向上を目指してまいります。」 

（別紙２） 

自社ウェブサイトの

「太陽光パネルもれ

なく無料進呈キャン

ペーン」と称する

ページ 

・「太陽光発電で販売価格が高ければメ

リットはありません。フロンティア

ジャパンが安さと安心を実現できる

７つの理由」

・「１ 北海道エリア太陽光発電業者満

足度３冠達成！」 

・「北海道エリア太陽光発電業者アフ

ターサポート満足度、安心・信頼でき

る太陽光発電業者、見積もり満足度

4



表示期間 表示媒体・表示箇所 表示内容 

でＮｏ．１を獲得し、満足度３冠を達

成しているので安心してお任せいた

だけます。」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ

北海道エリア 太陽光発電業者 ア

フターサポート満足度」

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ

北海道エリア 安心・信頼できる

太陽光発電業者」

（別紙３） 

令和４年６月１１

日、同月１４日、同

月２１日及び同月

２８日 

新聞折り込み又はポ

スティングの方法に

より配布したチラシ

・「北海道エリア太陽光発電業者 満足

度３冠達成！」 

・「●アフターサポート満足度」

・「●安心信頼できる太陽光発電業者」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ

北海道エリア 太陽光発電業者 ア

フターサポート満足度」

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ

北海道エリア 安心・信頼できる

太陽光発電業者」

（別紙４） 

令和４年７月５日、

同月１２日、同月１

９日及び同月２６

日 

同上 

（別紙５） 

令和４年８月２日、

同月９日、同月１６

日、同月２３日及び

同月３０日 

同上 

（別紙６） 

令和４年９月６日、

同月１３日、同月２

０日及び同月２７

日 

同上 

（別紙７） 

令和４年１０月４

日、同月７日、同月

１０日及び同月１

８日 

同上 

（別紙８） 

令和４年１１月３

日、同月８日、同月

１５日、同月２２

日、同月２９日、同

年１２月５日、同月

８日から同月９日、

同上 

（別紙９） 
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表示期間 表示媒体・表示箇所 表示内容 

同月１３日、同月１

５日、同月１９日、

同月２２日及び同

月２６日 

令和５年１月４日、

同月１０日、同月１

３日、同月１６日、

同月２０日、同月２

３日、同月２７日及

び同月３０日 

同上 

（別紙１０） 

令和５年２月３日、

同月６日、同月１１

日、同月１３日から

同月１４日、同月１

７日、同月２０日、

同月２３日、同月２

７日、同年３月７

日、同月１４日、同

月１７日、同月２１

日、同月２４日及び

同月２８日 

同上 

（別紙１１） 

令和５年４月３日、

同月７日、同月１１

日、同月１４日、同

月１８日、同月２１

日、同月２５日及び

同月２８日 

同上 

（別紙１２） 

令和５年５月１日、

同月６日、同月８

日、同月１１日、同

月１６日、同月１８

日、同月２２日、同

月２５日及び同月

２９日 

同上 

（別紙１３） 
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別表２ 

表示期間 表示媒体・表示箇所 表示内容 

令和５年４月１８

日、同月２６日、同

年５月１日、同月８

日、同月１５日及び

同月２２日 

自社ウェブサイトの

トップページ

・「北海道エリア太陽光発電業者 満足

度３冠達成」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ

北海道エリア 太陽光発電業者 見

積価格満足度」

（別紙１） 

自社ウェブサイトの

「お知らせ」と称す

るページ 

・「２０２２－０２－２８ お知らせ

『日本トレンドリサーチ』の調査に

おいて３項目で第１位を獲得しまし

た。」

・「北海道エリア太陽光発電業者 満足

度３冠達成！」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ

北海道エリア 太陽光発電業者 見

積価格満足度」

・「日本トレンドリサーチ（運営会社：

株式会社ＮＥＸＥＲ）がおこなった

北海道エリアの太陽光発電業者につ

いての調査において、フロンティア

ジャパン株式会社（所在地：北海道札

幌市、代表取締役：佐藤光展）が運営、

販売する『太陽光発電・蓄電池』が、

下記３項目で第１位を獲得しまし

た。今後ともより一層の顧客満足度

の向上を目指してまいります。」 

（別紙２） 

自社ウェブサイトの

「太陽光パネルもれ

なく無料進呈キャン

ペーン」と称する

ページ 

・「太陽光発電で販売価格が高ければメ

リットはありません。フロンティア

ジャパンが安さと安心を実現できる

７つの理由」

・「１ 北海道エリア太陽光発電業者満

足度３冠達成！」 

・「北海道エリア太陽光発電業者アフ

ターサポート満足度、安心・信頼でき

る太陽光発電業者、見積もり満足度

でＮｏ．１を獲得し、満足度３冠を達

成しているので安心してお任せいた

だけます。」

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ

北海道エリア 太陽光発電業者 見

積価格満足度」
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表示期間 表示媒体・表示箇所 表示内容 

（別紙３） 

令和４年６月１１

日、同月１４日、同

月２１日及び同月

２８日 

新聞折り込み又はポ

スティングの方法に

より配布したチラシ

・「北海道エリア太陽光発電業者 満足

度３冠達成！」 

・「●見積価格満足度」

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ

北海道エリア 太陽光発電業者 見

積価格満足度」

（別紙４） 

令和４年７月５日、

同月１２日、同月１

９日及び同月２６

日 

同上 

（別紙５） 

令和４年８月２日、

同月９日、同月１６

日、同月２３日及び

同月３０日 

同上 

（別紙６） 

令和４年９月６日、

同月１３日、同月２

０日及び同月２７

日 

同上 

（別紙７） 

令和４年１０月４

日、同月７日、同月

１０日及び同月１

８日 

同上 

（別紙８） 

令和４年１１月３

日、同月８日、同月

１５日、同月２２

日、同月２９日、同

年１２月５日、同月

８日から同月９日、

同月１３日、同月１

５日、同月１９日、

同月２２日及び同

月２６日 

同上 

（別紙９） 

令和５年１月４日、

同月１０日、同月１

３日、同月１６日、

同月２０日、同月２

３日、同月２７日及

び同月３０日 

同上 

（別紙１０） 

令和５年２月３日、

同月６日、同月１１

日、同月１３日から

同月１４日、同月１

同上 

（別紙１１） 
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表示期間 表示媒体・表示箇所 表示内容 

７日、同月２０日、

同月２３日、同月２

７日、同年３月７

日、同月１４日、同

月１７日、同月２１

日、同月２４日及び

同月２８日 

令和５年４月３日、

同月７日、同月１１

日、同月１４日、同

月１８日、同月２１

日、同月２５日及び

同月２８日 

同上 

（別紙１２） 

令和５年５月１日、

同月６日、同月８

日、同月１１日、同

月１６日、同月１８

日、同月２２日、同

月２５日及び同月

２９日 

同上 

（別紙１３） 
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川口真樹(KAWAGUCHIMasaki
テキストボックス
別紙１



テレビCM放送中！

うTV糾祝グのug£

お知らせ メディア出演情報

2023-04-27 --フロンティア太陽光発電セミナー開催のご案内 双0230422 - どさんこワイド179街角PR出演について＞

2023-04-24 -ゴールデンウィーク休業のお知らせ） 2023-03-31 -北海道新聞で代表とお客様が取材を受けました）

2023-04-20 -- 2022年北海道エリア売上1位のお知らせ＞ 2022-12-02 -STV札幌テレピ「どさんこワイド」出演のお知らせ＞

2023-04-10 -フロンティア太陽光発電セミナ ー開催のご案内 )}_022-11-15 - HBC北海道放送『今日ドキッ！』出演のお知らせ＞

2023-03-15 --フロンティア太陽光発電セミナー開催報告＞ 2022-11-02 - NHKrほっとニュース北海道』出演のお知らせ＞
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○ 不当景品類及び不当表示防止法（抜粋）

（昭和三十七年法律第百三十四号） 

 （目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を

防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限

及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 

 （不当な表示の禁止） 

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当す

る表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく

は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、

不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると

認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく

は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し

く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に

よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認

されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理

的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

 （措置命令） 

第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行

為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われること

を防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること

ができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に

対し、することができる。 

一 当該違反行為をした事業者 

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したと

きにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反

行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業

者 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当す

るか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定

めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場

合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該

表示は同号に該当する表示とみなす。 

 （報告の徴収及び立入検査等）  

第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条第一項

の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事

業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳

簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に

（参考１）
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関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類そ

の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。  

２～３ （省略） 

 （権限の委任等） 

第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁長

官に委任する。 

２ 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公

正取引委員会に委任することができる。 

３ （省略） 

４ 公正取引委員会、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官は、前二項の規定により委任

された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について消費者庁長官に

報告するものとする。 

５～１１ （省略） 

○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令（抜粋）

（平成二十一年政令第二百十八号） 

 （消費者庁長官に委任されない権限）  

第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一

項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第四条、第五条第三号、

第六条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第二十六条

第二項並びに同条第三項及び第四項（これらの規定を同条第五項において準用する場合を含

む。）の規定による権限とする。 

（公正取引委員会への権限の委任） 

第十五条 法第三十三条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第二十九

条第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。 

ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。 
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※別添写しについては添付を省略しています。 
別 添 

                             消表対第１７１号 

令和６年２月２９日 

 

フロンティアジャパン株式会社 

代表取締役 佐藤 光展 殿 

 

                   消費者庁長官 新井 ゆたか       

（公印省略） 

不当景品類及び不当表示防止法第７条第１項の規定に基づく措置命令 

貴社は、貴社が供給する太陽光発電システム機器（以下「本件商品」という。）及びその

導入に係る施工（以下「本件役務」という。）の取引について、不当景品類及び不当表示防

止法（昭和３７年法律第１３４号。以下「景品表示法」という。）第５条の規定により禁止

されている同条第１号又は第２号に該当する不当な表示を行っていたので、同法第７条第

１項の規定に基づき、次のとおり命令する。 

 

１ 命令の内容 

⑴ 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品及び貴社が一般消費者に提供する本

件役務に係る表示に関して、次に掲げる事項を速やかに一般消費者に周知徹底しなけ

ればならない。この周知徹底の方法については、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受

けなければならない。 

ア(ｱ) 貴社は、本件商品を一般消費者に販売し、本件役務を一般消費者に提供するに当

たり、例えば、令和５年４月１８日、同月２６日、同年５月１日、同月８日、同月

１５日及び同月２２日に、「ＦＲＯＮＴＩＥＲ ＪＡＰＡＮ」と称する自社ウェブ

サイト（以下「自社ウェブサイト」という。）のトップページにおいて、「北海道

エリア太陽光発電業者 満足度３冠達成」、「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 

北海道エリア 太陽光発電業者 アフターサポート満足度」及び「Ｎｏ．１ 日本

トレンドリサーチ 北海道エリア 安心・信頼できる 太陽光発電業者」と表示す

るなど、別表１「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載

の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することに

より、あたかも、北海道内において、貴社が販売する本件商品及び他の事業者が販

売する同種又は類似の商品（以下「同種商品」という。）並びに貴社が提供する本

件役務及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務（以下「同種役務」という。）

に関する「北海道エリア 太陽光発電業者 アフターサポート満足度」及び「北海

道エリア 安心・信頼できる 太陽光発電業者」の２項目（以下「本件２項目」と

いう。）につき、実際に利用したことがある者を対象にそれぞれ調査した結果にお

いて、貴社が販売する本件商品及び貴社が提供する本件役務に係る本件２項目の
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順位がそれぞれ第１位であるかのように示す表示をしていたこと。 

(ｲ) 貴社は、本件商品を一般消費者に販売し、本件役務を一般消費者に提供するに当

たり、例えば、令和５年４月１８日、同月２６日、同年５月１日、同月８日、同月

１５日及び同月２２日に、自社ウェブサイトのトップページにおいて、「北海道エ

リア太陽光発電業者 満足度３冠達成」及び「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 

北海道エリア 太陽光発電業者 見積価格満足度」と表示するなど、別表２「表示

期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所

において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、北海

道内において、貴社が販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品並び

に貴社が提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務に関する「北海道

エリア 太陽光発電業者 見積価格満足度」の項目につき、実際に見積りを徴した

ことがある者を対象に調査した結果において、貴社が販売する本件商品及び貴社

が提供する本件役務に係る「北海道エリア 太陽光発電業者 見積価格満足度」の

項目の順位が第１位であるかのように表示していたこと。 

イ(ｱ) 実際には、貴社が委託した事業者による調査は、本件２項目について、回答者に

対し、北海道内において、貴社が販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種

商品並びに貴社が提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務について

実際に利用したことがある者かを確認することなく、貴社及び特定９事業者（当該

委託を受けた事業者が、同種商品を販売し、同種役務を提供する事業者の中から指

定する９の事業者をいう。以下同じ。）のみを任意に選択して対比し、各事業者の

ウェブサイト（以下「各販売サイト」という。）の印象を問うものであり、それぞ

れ客観的な調査に基づくものではなかったこと。また、前記ア(ｱ)の表示は、当該

調査結果を正確かつ適正に引用しているものではなかったこと。 

(ｲ) 実際には、貴社が委託した事業者による調査は、「北海道エリア 太陽光発電業

者 見積価格満足度」の項目について、回答者に対し、北海道内において、貴社が

販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品並びに貴社が提供する本件

役務及び他の事業者が提供する同種役務について実際に見積りを徴したことがあ

る者かを確認することなく、貴社及び特定９事業者のみを任意に選択して対比し、

各販売サイトの印象を問うものであり、客観的な調査に基づくものではなかった

こと。また、前記ア(ｲ)の表示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用しているも

のではなかったこと。 

ウ(ｱ) 前記ア(ｱ)の表示は、前記イ(ｱ)のとおりであって、本件商品及び本件役務の内容

について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであ

り、景品表示法に違反するものであること。 

(ｲ) 前記ア(ｲ)の表示は、前記イ(ｲ)のとおりであって、本件商品及び本件役務の取引

条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者

に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものであること。 

⑵ 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引及び本件役務又はこれと同種の
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役務の取引に関し、前記⑴ア及びイの表示と同様の表示が行われることを防止するた

めに必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底しなければならない。 

⑶ 貴社は、今後、本件商品若しくはこれと同種の商品又は本件役務若しくはこれと同種

の役務の取引に関し、 

ア 前記⑴ア(ｱ)及びイ(ｱ)の表示と同様の表示を行うことにより、当該商品及び当該

役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す

表示をしてはならない。 

イ 前記⑴ア(ｲ)及びイ(ｲ)の表示と同様の表示を行うことにより、当該商品及び当該

役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一

般消費者に誤認される表示をしてはならない。 

⑷ 貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵に基づいてとった措置につい

て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 

 

２ 事実 

⑴ フロンティアジャパン株式会社（以下「フロンティアジャパン」という。）は、札幌

市中央区北一条西十三丁目４ＦＷＤ札幌ビル７階に本店を置き、太陽光発電機器の販

売及び設置工事等を営む事業者である。 

⑵ フロンティアジャパンは、本件商品を自ら一般消費者に販売し、本件役務を自ら一般

消費者に提供している。 

⑶ フロンティアジャパンは、本件商品及び本件役務に係る別表１及び別表２「表示媒

体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所の表示内容を自ら決定している。 

⑷ア(ｱ) フロンティアジャパンは、本件商品を一般消費者に販売し、本件役務を一般消費

者に提供するに当たり、例えば、令和５年４月１８日、同月２６日、同年５月１日、

同月８日、同月１５日及び同月２２日に、自社ウェブサイトのトップページにおい

て、「北海道エリア太陽光発電業者 満足度３冠達成」、「Ｎｏ．１ 日本トレン

ドリサーチ 北海道エリア 太陽光発電業者 アフターサポート満足度」及び「Ｎ

ｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海道エリア 安心・信頼できる 太陽光発電業

者」と表示するなど、別表１「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示

箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表

示することにより、あたかも、北海道内において、フロンティアジャパンが販売す

る本件商品及び他の事業者が販売する同種商品並びにフロンティアジャパンが提

供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務に関する本件２項目につき、

実際に利用したことがある者を対象にそれぞれ調査した結果において、フロン

ティアジャパンが販売する本件商品及びフロンティアジャパンが提供する本件役

務に係る本件２項目の順位がそれぞれ第１位であるかのように示す表示をしてい

た。 

(ｲ) フロンティアジャパンは、本件商品を一般消費者に販売し、本件役務を一般消費

者に提供するに当たり、例えば、令和５年４月１８日、同月２６日、同年５月１日、
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同月８日、同月１５日及び同月２２日に、自社ウェブサイトのトップページにおい

て、「北海道エリア太陽光発電業者 満足度３冠達成」及び「Ｎｏ．１ 日本トレ

ンドリサーチ 北海道エリア 太陽光発電業者 見積価格満足度」と表示するな

ど、別表２「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表

示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、

あたかも、北海道において、フロンティアジャパンが販売する本件商品及び他の事

業者が販売する同種商品並びにフロンティアジャパンが提供する本件役務及び他

の事業者が提供する同種役務に関する「北海道エリア 太陽光発電業者 見積価

格満足度」の項目につき、実際に見積りを徴したことがある者を対象に調査した結

果において、フロンティアジャパンが販売する本件商品及びフロンティアジャパ

ンが提供する本件役務に係る「北海道エリア 太陽光発電業者 見積価格満足度」

の項目の順位が第１位であるかのように表示していた。 

イ(ｱ) 実際には、フロンティアジャパンが委託した事業者による調査は、本件２項目に

ついて、回答者に対し、北海道内において、フロンティアジャパンが販売する本件

商品及び他の事業者が販売する同種商品並びにフロンティアジャパンが提供する

本件役務及び他の事業者が提供する同種役務について実際に利用したことがある

者かを確認することなく、フロンティアジャパン及び特定９事業者のみを任意に

選択して対比し、各販売サイトの印象を問うものであり、それぞれ客観的な調査に

基づくものではなかった。また、前記ア(ｱ)の表示は、当該調査結果を正確かつ適

正に引用しているものではなかった。 

(ｲ) 実際には、フロンティアジャパンが委託した事業者による調査は、「北海道エリ

ア 太陽光発電業者 見積価格満足度」の項目について、回答者に対し、北海道内

において、フロンティアジャパンが販売する本件商品及び他の事業者が販売する

同種商品並びにフロンティアジャパンが提供する本件役務及び他の事業者が提供

する同種役務について実際に見積りを徴したことがある者かを確認することなく、

フロンティアジャパン及び特定９事業者のみを任意に選択して対比し、各販売サ

イトの印象を問うものであり、客観的な調査に基づくものではなかった。また、前

記ア(ｲ)の表示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用しているものではなかった。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、 

⑴ フロンティアジャパンは、自己の供給する本件商品及び本件役務の取引に関し、本件

商品及び本件役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良で

あると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選

択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであり、この表示は、景品

表示法第５条第１号に該当するものである。 

⑵ フロンティアジャパンは、自己の供給する本件商品及び本件役務の取引に関し、本件

商品及び本件役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利
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であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的

かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであり、

この表示は、景品表示法第５条第２号に該当するものである。 

⑶ 前記⑴の行為及び前記⑵の行為は、それぞれ、景品表示法第５条の規定に違反するも

のである。 

 

４ 法律に基づく教示 

⑴ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条

第１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする

ことができる。 

（注） 行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、処

分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日

の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及

び第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提

起することができる。 

（注１）行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、こ

の処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提

起することができなくなる。 

（注２）行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、

審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。

ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を経

過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 

  



 

6 

 

別表１ 

表示期間 表示媒体・表示箇所 表示内容 

令和５年４月１８日、

同月２６日、同年５月

１日、同月８日、同月

１５日及び同月２２

日 

自社ウェブサイトの

トップページ 
 

・「北海道エリア太陽光発電業者 満足度３

冠達成」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海

道エリア 太陽光発電業者 アフターサ

ポート満足度」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海

道エリア 安心・信頼できる 太陽光発

電業者」 

（別添写し１） 

自社ウェブサイトの

「お知らせ」と称す

るページ 

・「２０２２－０２－２８ お知らせ 『日

本トレンドリサーチ』の調査において３

項目で第１位を獲得しました。」 

・「北海道エリア太陽光発電業者 満足度３

冠達成！」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海

道エリア 太陽光発電業者 アフターサ

ポート満足度」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海

道エリア 安心・信頼できる 太陽光発

電業者」 

・「日本トレンドリサーチ（運営会社：株式

会社ＮＥＸＥＲ）がおこなった北海道エ

リアの太陽光発電業者についての調査に

おいて、フロンティアジャパン株式会社

（所在地：北海道札幌市、代表取締役：佐

藤光展）が運営、販売する『太陽光発電・

蓄電池』が、下記３項目で第１位を獲得し

ました。今後ともより一層の顧客満足度

の向上を目指してまいります。」 

（別添写し２） 

自社ウェブサイトの

「太陽光パネルもれ

なく無料進呈キャン

ペーン」と称する

ページ 

・「太陽光発電で販売価格が高ければメリッ

トはありません。フロンティアジャパン

が安さと安心を実現できる７つの理由」 

・「１ 北海道エリア太陽光発電業者満足

度３冠達成！」 

・「北海道エリア太陽光発電業者アフターサ

ポート満足度、安心・信頼できる太陽光発

電業者、見積もり満足度でＮｏ．１を獲得

し、満足度３冠を達成しているので安心

してお任せいただけます。」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海

道エリア 太陽光発電業者 アフターサ

ポート満足度」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海

道エリア 安心・信頼できる 太陽光発

電業者」 

（別添写し３） 
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表示期間 表示媒体・表示箇所 表示内容 

令和４年６月１１日、

同月１４日、同月２１

日及び同月２８日 

新聞折り込み又はポ

スティングの方法に

より配布したチラシ 

・「北海道エリア太陽光発電業者 満足度３

冠達成！」 

・「●アフターサポート満足度」  

・「●安心信頼できる太陽光発電業者」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海

道エリア 太陽光発電業者 アフターサ

ポート満足度」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海

道エリア 安心・信頼できる 太陽光発

電業者」 

（別添写し４） 

令和４年７月５日、同

月１２日、同月１９日

及び同月２６日 

同上 

（別添写し５） 

令和４年８月２日、同

月９日、同月１６日、

同月２３日及び同月

３０日 

同上 

（別添写し６） 

令和４年９月６日、同

月１３日、同月２０日

及び同月２７日 

同上 

（別添写し７） 

令和４年１０月４日、

同月７日、同月１０日

及び同月１８日 

同上 

（別添写し８） 

令和４年１１月３日、

同月８日、同月１５

日、同月２２日、同月

２９日、同年１２月５

日、同月８日から同月

９日、同月１３日、同

月１５日、同月１９

日、同月２２日及び同

月２６日 

同上 

（別添写し９） 

令和５年１月４日、同

月１０日、同月１３

日、同月１６日、同月

２０日、同月２３日、

同月２７日及び同月

３０日 

同上 

（別添写し１０） 

令和５年２月３日、同

月６日、同月１１日、

同月１３日から同月

１４日、同月１７日、

同月２０日、同月２３

日、同月２７日、同年

３月７日、同月１４

日、同月１７日、同月

２１日、同月２４日及

び同月２８日 

同上 

（別添写し１１） 
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表示期間 表示媒体・表示箇所 表示内容 

令和５年４月３日、同

月７日、同月１１日、

同月１４日、同月１８

日、同月２１日、同月

２５日及び同月２８

日 

同上 

（別添写し１２） 

令和５年５月１日、同

月６日、同月８日、同

月１１日、同月１６

日、同月１８日、同月

２２日、同月２５日及

び同月２９日 

同上 

（別添写し１３） 
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別表２ 

表示期間 表示媒体・表示箇所 表示内容 

令和５年４月１８日、

同月２６日、同年５月

１日、同月８日、同月

１５日及び同月２２

日 

自社ウェブサイトの

トップページ 
 

・「北海道エリア太陽光発電業者 満足度３

冠達成」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海

道エリア 太陽光発電業者 見積価格満

足度」 

（別添写し１） 

自社ウェブサイトの

「お知らせ」と称す

るページ 

・「２０２２－０２－２８ お知らせ 『日

本トレンドリサーチ』の調査において３

項目で第１位を獲得しました。」 

・「北海道エリア太陽光発電業者 満足度３

冠達成！」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海

道エリア 太陽光発電業者 見積価格満

足度」 

・「日本トレンドリサーチ（運営会社：株式

会社ＮＥＸＥＲ）がおこなった北海道エ

リアの太陽光発電業者についての調査に

おいて、フロンティアジャパン株式会社

（所在地：北海道札幌市、代表取締役：佐

藤光展）が運営、販売する『太陽光発電・

蓄電池』が、下記３項目で第１位を獲得し

ました。今後ともより一層の顧客満足度

の向上を目指してまいります。」 

（別添写し２） 

自社ウェブサイトの

「太陽光パネルもれ

なく無料進呈キャン

ペーン」と称する

ページ 

・「太陽光発電で販売価格が高ければメリッ

トはありません。フロンティアジャパン

が安さと安心を実現できる７つの理由」 

・「１ 北海道エリア太陽光発電業者満足

度３冠達成！」 

・「北海道エリア太陽光発電業者アフターサ

ポート満足度、安心・信頼できる太陽光発

電業者、見積もり満足度でＮｏ．１を獲得

し、満足度３冠を達成しているので安心

してお任せいただけます。」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海

道エリア 太陽光発電業者 見積価格満

足度」 

（別添写し３） 

令和４年６月１１日、

同月１４日、同月２１

日及び同月２８日 

新聞折り込み又はポ

スティングの方法に

より配布したチラシ 

・「北海道エリア太陽光発電業者 満足度３

冠達成！」 

・「●見積価格満足度」 

・「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 北海

道エリア 太陽光発電業者 見積価格満

足度」 

（別添写し４） 

令和４年７月５日、同

月１２日、同月１９日

及び同月２６日 

同上 

（別添写し５） 
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表示期間 表示媒体・表示箇所 表示内容 

令和４年８月２日、同

月９日、同月１６日、

同月２３日及び同月

３０日 

同上 

（別添写し６） 

令和４年９月６日、同

月１３日、同月２０日

及び同月２７日 

同上 

（別添写し７） 

令和４年１０月４日、

同月７日、同月１０日

及び同月１８日 

同上 

（別添写し８） 

令和４年１１月３日、

同月８日、同月１５

日、同月２２日、同月

２９日、同年１２月５

日、同月８日から同月

９日、同月１３日、同

月１５日、同月１９

日、同月２２日及び同

月２６日 

同上 

（別添写し９） 

令和５年１月４日、同

月１０日、同月１３

日、同月１６日、同月

２０日、同月２３日、

同月２７日及び同月

３０日 

同上 

（別添写し１０） 

令和５年２月３日、同

月６日、同月１１日、

同月１３日から同月

１４日、同月１７日、

同月２０日、同月２３

日、同月２７日、同年

３月７日、同月１４

日、同月１７日、同月

２１日、同月２４日及

び同月２８日 

同上 

（別添写し１１） 

令和５年４月３日、同

月７日、同月１１日、

同月１４日、同月１８

日、同月２１日、同月

２５日及び同月２８

日 

同上 

（別添写し１２） 

令和５年５月１日、同

月６日、同月８日、同

月１１日、同月１６

日、同月１８日、同月

２２日、同月２５日及

び同月２９日 

同上 

（別添写し１３） 
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